
平成24年３月30日　庄原市告示第53号

都市計画法第８条第１項第１

号に掲げる地域 【都市計画区

域】

時間

区分

許容

限度

(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)

昼間 50

朝・夕 45

夜間 45

中野（字亀崎、字胎蔵寺、字八幡山の地域に限る）

入江（字荻野、字小別当、字的場の地域に限る）

東城町

高野町 昼間 55

比和町 朝・夕 50

夜間 45

中野（字有田・字本郷の地域に限る） 左記のうち用途地域の定めのない地域

昼間 60

朝・夕 60

夜間 50

高野町

比和町

昼間 70

朝・夕 70

夜間 60

比和（甲687番地の2・534番地の2から867番地まで・1133番地の地域に限る）

下領家（字八幡・字千歳・字下庚申・字巴の地域に限る）

稲草（字長谷下・字上市下・字上市中・字上市東・字上市西・字森藤・字新制・字郷原上・字郷原

下・字新町上・字新町下・字川井町上・字川井町下・字本町上・字本町下・字かじや小路の地域に限

る）

第３種区域

工業地域

工業専用地域

川東（字木免堂・字撰川ノ内・字佃原・字羽場の地域に限る）

久代（字実本原・字太室の地域に限る）

第４種区域

西城町

東城町

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

庄原市都市計画区域のうち用途

地域の定めのない地域
小奴可（字下田畝・字三門の地域に限る）

新市（字上市・字和手川・字東半戸・字殿垣内・字川角・字土手の地域に限る）

比和（甲687番地の2・534番地の2から867番地まで・1133番地を除く）

三坂（字下市場・字上市場の地域に限る）

川西（字陰地・字比奈・字友末・字榎ヶ坪の地域に限る）

油木（字上組・字平組・字灰庭の地域に限る）

小鳥原（字地明の地域に限る）

規制基準

庄原市における騒音規制法に基づく騒音の指定地域及び規制基準

第２種区域

左記以外の地域

指定地域

新市（字新町、字札場、字祇園町、字上本町、字下本町、字西町の地域に限る）

第１種区域
第１種低層住宅専用地域

第２種低層住宅専用地域

総領町

西城町

第１種中高層住宅専用地域

第２種中高層住宅専用地域

第１種住宅地域

第２種住宅地域

準住居地域

左記のうち用途地域の定めのない地域

小奴可（字踊場、字上市場、字下市場、字弓場、字岩本、字穴落の地域に限る）


